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【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十

九
号
）

一

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
（
一
部
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
号
）

一

食
品
衛
生
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
一
号
）

一

徳
島
県
会
計
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
等
に
つ
い

て
、
電
磁
的
記
録
の
作
成
又
は
保
存
を
も
っ
て
当
該
書
類
等
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
会
計
規
則
に
よ
る
書
類
等
の
提
出
若
し
く
は
送
付
又
は
書
類
等
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
、

知
事
が
別
に
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
た
。

三

総
合
県
民
局
出
納
室
の
廨
副
出
納
員
に
つ
い
て
、
当
該
廨
の
長
が
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

か
い

か
い

四

徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
を
会
計
課
の
所
管
す
る
二
号
廨
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

か
い

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
五
十
九
号

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
五
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
動
物
愛
護
監
視
員
」
を
「
動
物
愛
護
管
理
監
視
員
」
に
改
め
る
。

「
第
五
節

動
物
愛
護
監
視
員
」
を
「
第
五
節

動
物
愛
護
管
理
監
視
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
第
一
の
備
考
及
び
第
二
の
一
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
こ
の
表
の
異
な
る
２
つ
の
区
分
に
属
す
る
特
定
動
物
が
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
動
物

の
特
定
飼
養
施
設
に
つ
い
て
は
こ
の
表
に
掲
げ
る
順
序
に
従
い
そ
の
異
な
る
２
つ
の
区
分

，
，

の
う
ち
先
に
掲
げ
ら
れ
た
区
分
に
応
じ
た
基
準
を
適
用
す
る

。

別
表
第
二
の
第
三
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
こ
の
表
に
定
め
る
特
定
飼
養
施
設
の
材
料
に
つ
い
て
は
当
該
材
料
と
同
等
以
上
の
強
度

，
，

耐
久
性
等
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
他
の
材
料
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
こ
の
表
の
異
な
る
２
つ
の
区
分
に
属
す
る
特
定
動
物
が
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
動
物

の
特
定
飼
養
施
設
に
つ
い
て
は

こ
の
表
に
掲
げ
る
順
序
に
従
い
そ
の
異
な
る
２
つ
の
区
分

，
，

の
う
ち
先
に
掲
げ
ら
れ
た
区
分
に
応
じ
た
基
準
を
適
用
す
る

。

別
表
第
二
の
第
四
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
こ
の
表
の
異
な
る
２
つ
の
区
分
に
属
す
る
特
定
動
物
が
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
動
物

の
特
定
飼
養
施
設
に
つ
い
て
は
こ
の
表
に
掲
げ
る
順
序
に
従
い
そ
の
異
な
る
２
つ
の
区
分

，
，

の
う
ち
先
に
掲
げ
ら
れ
た
区
分
に
応
じ
た
基
準
を
適
用
す
る

。

「□
法
人
の
役
員

様
式
第
一
号
中
「第

６
号

」
を
「第

７
号
の
２

」
に
、
「□

法
人
の
役
員

」
を

□
法
第
１
２
条

第
１
項
第
８
号
及
び
第
９
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
使
用
人

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中
「第

２
７
条
第
１
項
第
２
号
イ

」
を
「第

２
７
条
第
１
項
第
３
号
イ

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号

中
「動

物
愛
護
監
視
員
証

」
を
「動

物
愛
護
管
理
監
視
員
証

」
に
改
め
る
。

(表)

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

２

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
許
可
に
係
る
特
定
飼
養
施
設
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
徳
島
県
動
物
の
愛
護

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
の
規
定
の
例
に
よ
る
。



徳
島
県
規
則
第
六
十
号

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
五
号
中
９
を

と
し
、
４
か
ら
８
ま
で
を
１
ず
つ

10

繰
り
下
げ
、
同
号
の
３
中
「
収
去
命
令
」
を
「
収
去
」
に
改
め
、
同
３
を
同
号
の
４
と
し
、
同
号
の
２
中

「
検
査
命
令
」
を
「
検
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
の
命
令
」
に
改
め
、
同
２
を
同
号
の
３
と
し
、
同
号
中
１

を
２
と
し
、
同
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
成
分
等
含
有
食
品
に
関
す
る
健
康
被
害
に
係
る
届
出
の

受
理

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
六
号
中
「
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
者
の

氏
名
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理
」
を
「
に
関
す
る
次
の
こ
と
。
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

１

第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
営
業
者
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理

２

別
表
第
十
七
の
一
の
ロ
の
⑶
の
規
定
に
よ
る
食
品
衛
生
責
任
者
の
た
め
の
講
習
会
の
実
施
又

は
認
定

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
七
号
中
「
に
関
す
る
次
の
こ
と
。
」
を
「
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
営
業
の
休
止
等
の
届
出
の
受
理
」
に
改
め
、
同
号
の
１
及
び
２
を
削
る
。

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
五
号
の
１
及
び
２
中
「
登
録
等
」
を
「

登
録
」
に
改
め
、
同
号
の
４
中
「
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
等
」
を
「
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
」
に
改
め
、

同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号
の

中
「
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三

21

23

20

22

19

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

19

21

18

20

か
ら

ま
で
を
２
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
号
の

中
「
勧
告
、
同
条
第
二
項
」
を
「
指
導
又
は
助
言
、
同

14

17

13

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
三
項
」
に
、
「
及
び
同
条
第
三
項
」
を
「
、
同
条
第
四
項
」
に

改
め
、
「
又
は
勧
告
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
当
該
職
員
に
よ

る
立
入
検
査
」
を
加
え
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号
の

中
「
第
二
十
四
条

13

15

12

14

11

の
二
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
の
二
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加

11

13

13

え
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
並

12
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
当
該
職
員
に
よ
る
立
入
検
査

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
五
号
中

を

と
し
、
同
号
の
９
中
「

10

11

及
び
同
条
第
三
項
」
を
「
、
同
条
第
三
項
（
第
二
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
公
表
及
び
第
二
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
９
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
８
中
「
第
二

10

十
二
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
六
」
に
改
め

、
同
８
を
同
号
の
９
と
し
、
同
号
の
７
中
「
実
施
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取

扱
責
任
者
研
修
の
実
施
の
委
託
」
を
加
え
、
同
７
を
同
号
の
８
と
し
、
同
号
の
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。



７

第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

別
表
第
三
個
別
事
項
の
項
第
五
十
四
号
の
７
中
「
７
及
び

」
を
「
８
及
び

」
に
改
め
る
。

21

23

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
六
十
一
号

徳
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
第
一
号
の
３
中
「
総
合
県
民
局
の
出
納
室
室
長
補
佐
」
を
「
総
合
県
民
局
出
納
室

の
職
員
で
当
該
廨
の
長
が
指
定
す
る
も
の
」
に
改
め
る
。

か
い

第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
を
削
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
（
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
命
令
書
等
及
び
関
係
書
類

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
）
」
を
削
る
。

第
百
十
三
条
の
四
を
第
百
十
三
条
の
六
と
し
、
第
百
十
三
条
の
三
を
第
百
十
三
条
の
五
と
し
、
第
百
十

三
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
電
子
計
算
組
織
」
を
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
に
改
め
、
同
条
を

第
百
十
三
条
の
四
と
し
、
第
百
十
三
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

第
百
十
三
条
の
二

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
等
（

書
類
、
文
書
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ

た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
又
は
保
存
を
も
つ
て
、
当
該
書
類
等
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
磁
的
記
録
は
、
当
該
書
類
等
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
等
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
当
該
書
類
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成

又
は
保
存
を
行
う
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
書
類
等
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
三
条
の
三

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
書
類
等
の
提
出
若
し
く
は
送
付
又
は
書
類
等
に
よ
る
通
知

に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
等
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
等
の
提
出
若
し
く
は
送
付
又
は
書
類
等
に
よ
る
通
知
が
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
等
の
提
出
若
し
く
は
送
付
又
は
当
該
書

類
等
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録

が
さ
れ
た
時
に
当
該
提
出
若
し
く
は
送
付
又
は
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
に
当
該
書
類
等
又
は
通
知
が
到

達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

「
徳
島
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

別
表
第
二
中
「
徳
島
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を

に
改
め
る
。

徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校

」

別
表
第
三
そ
の
一
の
表
会
計
課
の
項
中
「
徳
島
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
徳
島
県
立
総
合
教
育

セ
ン
タ
ー

徳
島
県
立
し
ら
さ
ぎ
中
学
校
」
に
改
め
る
。

附

則



こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
項
の
表
の
改
正
規
定
は

、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
訓
令
第
八
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

監

査

事

務

局

徳
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
収
用
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

警

察

本

部

徳

島

県

議

会

事

務

局

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
四
安
全
衛
生
課
の
項
部
長
の
欄
第
七
号
中
「
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
養
成

施
設
の
登
録
及
び
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
の
登
録
」
を
「
に
関
す
る
次
の
こ
と
。
」
に
改
め

、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告

２

第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
養
成
施
設
の
登
録
及
び
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

る
講
習
会
の
登
録

別
表
第
六
の
三
徳
島
県
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
中
「
動
物
愛
護
監
視
員
」
を
「
動

物
愛
護
管
理
監
視
員
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


